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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末を保護するための保護ケースであって、
　携帯端末を収納するための収納部であって、前記携帯端末が収納された際に、前記携帯
端末の画面上に開閉自在に重なる蓋部を有する収納部と、
　硬質材料にて形成され、前記携帯端末を内側に保持することによって前記携帯端末の周
囲を覆うための内枠と、
　前記収納部に設けられるガイド部と、
　前記ガイド部に嵌合される嵌合部であって、前記内枠に設けられる嵌合部と、を有し、
前記内枠を前記収納部に対して着脱可能とする着脱手段と、
　を備え、
　前記ガイド部と前記嵌合部を嵌合させた状態で、前記収納部に対して前記内枠をスライ
ドさせることによって、前記内枠が前記収納部に装着されることで、前記収納部に前記携
帯端末を収納することを特徴とする保護ケース。
【請求項２】
　携帯端末を保護するための保護ケースであって、
　携帯端末を収納するための収納部であって、前記携帯端末が収納された際に、前記携帯
端末の画面上に開閉自在に重なる蓋部を有する収納部と、
　硬質材料にて形成され、前記携帯端末を内側に保持することによって前記携帯端末の周
囲を覆うための内枠であって、フック部と、前記フック部と係合する非フック部と、を有
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する内枠と、
　前記収納部に設けられるガイド部と、
　前記ガイド部に嵌合される嵌合部であって、前記内枠に設けられる嵌合部と、有し、前
記内枠を前記収納部に対して着脱可能とする着脱手段と、
　を備え、
　前記ガイド部と前記嵌合部を嵌合させた状態で、前記フック部を非フック部に嵌め込む
ことによって、前記内枠が前記収納部に装着されることで、前記収納部に前記携帯端末を
収納することを特徴とする保護ケース。
【請求項３】
　携帯端末を保護するための保護ケースであって、
　携帯端末を収納するための収納部であって、前記携帯端末が収納された際に、前記携帯
端末の画面上に開閉自在に重なる蓋部を有する収納部と、
　硬質材料にて形成され、前記携帯端末を内側に保持することによって前記携帯端末の周
囲を覆うための内枠と、
　前記内枠を前記収納部に対して着脱可能とする着脱手段と、
　少なくとも前記携帯端末の背面の一部を覆うための背面部材であって、前記内枠と嵌合
することが可能な背面部材と、
　を備え、
　前記着脱手段によって、前記内枠が前記収納部に装着されることで、前記収納部に前記
携帯端末を収納する保護ケースであって、
前記背面部材は、前記内枠が前記収納部から離脱された際に、前記内枠と嵌合することに
よって、保護ケースを形成することを特徴とする保護ケース。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかの保護ケースにおいて、
　前記収納部は、皮革材によって形成され、
　前記内枠は、金属材料によって形成されていることを特徴とする保護ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、携帯端末を保護するための保護ケースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯音楽プレーヤーやスマートフォンと呼ばれる携帯電話等の携帯型電子機器（
携帯端末）を保護する目的の保護カバーが知られている。例えば、保護カバーは、携帯端
末の画面上に開閉自在に重なる蓋部を有し、携帯端末を覆うための収納部（例えば、ケー
ス本体）を有するものがある。このような、保護カバーの場合に、収納部に設けられた内
枠に携帯端末を嵌め込み、携帯端末を収納部に保持（固定）する（特許文献１参照）。ま
た、近年では、携帯端末を覆う収納部と内枠とが異なる部材によって形成される保護ケー
スがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１８６３７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　収納部と内枠とが異なる部材によって形成されるような保護ケースにおいて、内枠に対
して容易に携帯端末を着脱できるように、内枠は、変形が容易な軟質材料（例えば、樹脂
）によって形成されている場合が多い。例えば、保護ケースは、収納部に対して内枠が予
め固定されており、内枠を変形させることによって、内枠に対して容易に携帯端末を着脱
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している。しかしながら、内枠に使用できる材料が制限されることになり、デザイン性に
乏しかった。このため、デザインの幅を広げるために、内枠を、変形がほとんどしない硬
質材料（例えば、木材、金属等）で形成することを検討した。
【０００５】
　本開示は、上記問題点を鑑み、多様なデザインパターンを提供でき、携帯端末を容易に
着脱できる保護ケースを提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本開示は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００７】
　（１）　本開示の第１態様に係る保護ケースは、携帯端末を保護するための保護ケース
であって、携帯端末を収納するための収納部であって、前記携帯端末が収納された際に、
前記携帯端末の画面上に開閉自在に重なる蓋部を有する収納部と、硬質材料にて形成され
、前記携帯端末を内側に保持することによって前記携帯端末の周囲を覆うための内枠と、
前記収納部に設けられるガイド部と、前記ガイド部に嵌合される嵌合部であって、前記内
枠に設けられる嵌合部と、を有し、前記内枠を前記収納部に対して着脱可能とする着脱手
段と、を備え、前記ガイド部と前記嵌合部を嵌合させた状態で、前記収納部に対して前記
内枠をスライドさせることによって、前記内枠が前記収納部に装着されることで、前記収
納部に前記携帯端末を収納することを特徴とする。
（２）　本開示の第２態様に係る保護ケースは、携帯端末を保護するための保護ケースで
あって、携帯端末を収納するための収納部であって、前記携帯端末が収納された際に、前
記携帯端末の画面上に開閉自在に重なる蓋部を有する収納部と、硬質材料にて形成され、
前記携帯端末を内側に保持することによって前記携帯端末の周囲を覆うための内枠であっ
て、フック部と、前記フック部と係合する非フック部と、を有する内枠と、前記収納部に
設けられるガイド部と、前記ガイド部に嵌合される嵌合部であって、前記内枠に設けられ
る嵌合部と、有し、前記内枠を前記収納部に対して着脱可能とする着脱手段と、を備え、
前記ガイド部と前記嵌合部を嵌合させた状態で、前記フック部を非フック部に嵌め込むこ
とによって、前記内枠が前記収納部に装着されることで、前記収納部に前記携帯端末を収
納することを特徴とする。
（３）　本開示の第３態様に係る保護ケースは、携帯端末を保護するための保護ケースで
あって、携帯端末を収納するための収納部であって、前記携帯端末が収納された際に、前
記携帯端末の画面上に開閉自在に重なる蓋部を有する収納部と、硬質材料にて形成され、
前記携帯端末を内側に保持することによって前記携帯端末の周囲を覆うための内枠と、前
記内枠を前記収納部に対して着脱可能とする着脱手段と、少なくとも前記携帯端末の背面
の一部を覆うための背面部材であって、前記内枠と嵌合することが可能な背面部材と、を
備え、前記着脱手段によって、前記内枠が前記収納部に装着されることで、前記収納部に
前記携帯端末を収納する保護ケースであって、前記背面部材は、前記内枠が前記収納部か
ら離脱された際に、前記内枠と嵌合することによって、保護ケースを形成することを特徴
とする。
 
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】保護カバーの外観図を示している。
【図２】保護カバーの内部構成について説明する概略構成図である。
【図３】携帯端末の外観を示す図である。
【図４】保持部を用いる場合の一例について説明する図である。
【図５】収納部の概略構成図である。
【図６】内枠の概略構成図である。
【図７】内枠をスライドさせて収納部に取り付ける場合の一例を示す図である。
【図８】簡易的な保護ケースについて説明する図である。
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【図９】金具を用いた内枠の概略構成図である。
【図１０】金具を用いた内枠と嵌合する収納部の概略構成図である。
【図１１】内枠を嵌合させて収納部に取り付ける場合の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本開示における典型的な実施形態の一つについて、図面を参照して説明する。な
お、本実施形態においては、携帯端末が配置された際の携帯端末の上側を上部（図１～図
３のＡ部分参照）、下側を底部（図１～図３のＢ部分参照）、側方を側部として説明する
。
【００１０】
　図１は、保護カバー１の外観図を示している。図２は、保護カバー１の内部構成につい
て説明する概略構成図である。図３は、携帯端末２０の外観を示す図である。
【００１１】
　例えば、保護カバー１は、主に、収納部（本体ケース）２、内枠（固定ケース）１０、
を備える。保護カバー１は、携帯端末２０を保護するために用いられる。図１は、収納部
２の設けられた蓋部３が閉じられた状態の保護カバー１を示している。また、図２は、収
納部２の設けられた蓋部３が開けられた状態の保護カバー１を示している。なお、保護カ
バー１は、携帯端末２０が収納された状態で、収納部２に設けられた蓋部３を携帯端末２
０の画面上に重ね合わせ、蓋部３を閉じる。これによって、保護カバー１の内部に携帯端
末２０が収納される。なお、本実施形態においては、携帯端末２０は、正面（前面）にタ
ッチパネル（図３参照）を備えたスマートフォンである。しかし、本開示で例示する技術
は、携帯電話以外の携帯端末（例えば、タブレット端末、デジタルカメラ、携帯型音楽プ
レーヤー等）に装着される携帯端末にも適用できる。また、本実施形態の携帯端末２０の
形状は、略立方体の箱状（換言すると、ある程度の厚みを有する矩形板状）である。しか
し、携帯端末２０の形状がこれらに限定されないことは言うまでも無い。
【００１２】
　例えば、収納部２には、蓋部３、背面部４、ガイド部５（図５参照）、等を備える。ま
た、例えば、内枠１０は、嵌合部１１（図６参照）、等を備える。
【００１３】
　＜収納部＞
　例えば、蓋部３は、携帯端末２０が収納された際に、携帯端末２０の画面Ｐ上に開閉自
在に重なる。これによって、収納部２が携帯端末２０を覆うことができる。例えば、背面
部４は、携帯端末の背面を覆う。例えば、本実施形態においては、蓋部３と背面部４は、
同一の材料によって一体的に構成されている。もちろん、蓋部３と背面部４は、別々に構
成され、連結部材によって連結されている構成であってもよい。この場合、例えば、蓋部
３と背面部４は、同一の材料によって形成されていてもよいし、異なる材料によって形成
されていてもよい。例えば、蓋部３と背面部４は、皮革材又は合成樹脂材等によって形成
される（本実施形態では皮革材を用いる）。もちろん、これら以外の材料（例えば、木材
、金属、ガラス等）が用いられてもよい。また、収納部２には、折線２ａが設けられてい
る。折線２ａは、収納部２が折線２ａの部分を中心として折り畳むことを補助する。これ
によって、蓋部３を携帯端末２０の画面Ｐ上に開閉自在に重なる際に、容易に重ね合わせ
ることができる。
【００１４】
　＜内枠＞
　例えば、内枠１０は、携帯端末の周囲を覆うように形成され、携帯端末２０を内側で保
持する。例えば、内枠１０には、携帯端末２０の画面Ｐの表面の周囲に当接する縁部１０
ａが備えられている。例えば、縁部１０ａは、内枠１０の正面側（携帯端末の画面Ｐ側）
から携帯端末２０が外れないように、ストッパーとして機能する。なお、本実施形態にお
いては、縁部１０ａは、携帯端末２０の画面Ｐの周囲を覆うように形成されているがこれ
に限定されない。縁部１０ａは、内枠１０の正面側から携帯端末２０が外れないように構
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成されていればよい。例えば、縁部１０ａの一部が携帯端末２０の画面Ｐの表面周囲と当
接するように構成されていてもよい。
【００１５】
　例えば、内枠１０は、携帯端末よりも大きなサイズで形成されており、携帯端末が内枠
の内側に嵌め込まれる。例えば、内枠１０は、硬質材料（例えば、金属、木材、ガラス等
）によって形成される。本実施形態では、金属が用いられる。なお、実施例において、内
枠１０は、携帯端末の周囲全体を覆うように形成されているが、これに限定されない。内
枠１０は、少なくとも携帯端末を保持できればよく、内枠１０に携帯端末が保持された際
に、携帯端末の一部が開放されている構成であってもよい。
【００１６】
　例えば、内枠１０は、携帯端末が内側に保持された状態で、収納部２に固定されること
によって、携帯端末２０の背面側が背面部４によって塞がれる。これによって、縁部１０
ａ、背面部４、内枠１０によって、携帯端末２０が、収納部２（保護カバー１）から外れ
ないように保持される。
【００１７】
　本実施形態において、例えば、収納部２は、さらに、保持部７、ポケット８、磁石９、
等を備える。また、本実施形態において、内枠１０は、さらに、磁石１３等を備える。
【００１８】
　＜ポケット＞
　例えば、ポケット８は、カード（例えば、電子マネーカード、定期券等）等をいれるた
めに用いられる。例えば、ポケット８は、蓋部３に切り込みをいれることによって形成さ
れている。もちろん、別途、カード等を入れるための構成（例えば、袋、クリップ等）が
設けられるようにしてもよい。
【００１９】
　＜磁石＞
　例えば、磁石９と磁石１３は、磁力によって引き合うことで、収納部２の開閉を可能と
している。例えば、磁石９は、短形状に形成されており、蓋部３の内部に埋設されている
。例えば、磁石１３は、短形状に形成されており、内枠１０の内部に埋設されている。本
実施例においては、磁石９と磁石１３は、蓋部３又は内枠１０の一箇所又は複数個所に設
けられる（本実施形態では、２箇所ずつ設けられる）。例えば、磁石９と磁石１３は、磁
力によって引き合うことで接着し、内枠１０に対して蓋部３を固定させる。これによって
、収納部２の開閉を行う。例えば、磁石９と磁石１３は、蓋部を閉じた際に磁石９と磁石
１３が重なる位置関係となるように配置される。もちろん、磁力によって、内枠１０に対
して蓋部３を固定させることが可能な構成であればよく、磁力が働く位置であれば、磁石
９と磁石１３の配置位置は、任意に設定することができる。なお、磁石１３は、携帯端末
が内枠に保持された際に、電波を送受信する位置（アンテナの位置）を回避するように設
置されることが好ましい。これによって、磁石１３の磁力が携帯端末の電波を妨害するこ
と等を抑制することができる。また、妨害による携帯端末の故障等を抑制することができ
る。
【００２０】
　このように、磁石によって開閉を行う構成とすることによって、収納部に開閉を行うた
めの余分な構成（例えば、ベロ、ストッパー等）を必要とせず、容易な構成で開閉が可能
となるとともに、外観をスマートにすることができる。また、内枠に蓋部が接着すること
によって、内枠１０（特に、内枠１０の側壁）を収納部２が覆ってしまうことを抑制する
ことできる。これによって、収納部のデザインに加え、内枠のデザインを合わせて、保護
カバーの外観として使用者に見せることができ、デザイン性の高い保護カバーを提供する
ことができる。
【００２１】
　なお、本実施形態においては、磁石９と磁石１３は、短形状の磁石を設ける構成を例に
挙げているがこれに限定されない。磁石の形状としては、種々の形状（例えば、球状、環
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状等）の磁石を設けてもよい。また、本実施形態においては、磁石９と磁石１３は、蓋部
３又は内枠１０の一部に設ける構成としているがこれに限定されない。例えば、磁石９と
磁石１３は、蓋部３又は内枠１０の全体に設けるようにしてもよい。この場合、蓋部３を
内枠１０に重ねた（閉じた）際に、より強固に内枠１０に蓋部３を固定することができる
。
【００２２】
　なお、本実施形態においては、内枠１０と蓋部３にそれぞれ磁石が設けられる構成を例
に挙げて説明したがこれに限定されない。内枠１０に対して蓋部３が重なることで、収納
部２の開閉を行う構成であればよい。例えば、内枠１０と蓋部３の少なくとも一方は磁石
を備え、磁石を備えていない他方（内枠１０又は蓋部３）は、少なくとも磁石又は磁着性
金属部材のいずれかを備える構成であればよい。
【００２３】
　＜保持部＞
　例えば、保持部７は係合部（例えば、突起部、凹部等）である。例えば、保持部７は、
蓋部３に設けられている（本実施形態においては、保持部７として、突起部が設けられて
いる）。例えば、保持部７は、携帯端末２０を斜めにした状態で保持するために用いられ
る。図４は、保持部７を用いる場合の一例について説明する図である。例えば、保持部７
は、背面部４に設けられた折線４ａ部分で折りたたまれる。背面部４が折りたたまれた状
態で、内枠１０の側部は、保持部７に立て掛けられる。これによって、携帯端末２０を所
定の角度に傾斜した状態で立接させることができる。これによって、携帯端末２０を種々
の方法にて使用できることが可能となり、利便性の高い保護ケースを提供することができ
る。
【００２４】
　なお、本実施形態においては、保持部７として、係合部を用いる構成を例に挙げて説明
したがこれに限定されない。携帯端末２０を所定の角度で立接させることができればよく
、
例えば、磁石を用いる構成が挙げられる。この場合、例えば、別途、保持用の磁石を設け
てもよいし、蓋部３を開閉する際に用いられる磁石９や磁石１３を用いてもよい。例えば
、磁石９や磁石１３を用いる場合、収納部２の折線２ａで、蓋部３を携帯端末２０の画面
Ｐに重ねる方向とは異なる方向に畳む。また、背面部４の折線４ａ部分にて背面部４を折
り畳む。これによって、磁石９と磁石１３が接着され、携帯端末２０を所定の角度に傾斜
した状態で立接させることができる。このような構成とすることによって、別途、立て掛
けるための構成を必要とせず、簡易的な構成によって、携帯端末２０を斜めにした状態で
保持することができる。
【００２５】
　＜着脱手段＞
　本実施形態において、保護カバー１は、着脱手段を備えており、収納部２に対して、内
枠１０を着脱可能な構成となっている。例えば、収納部２のガイド部５と、内枠１０の嵌
合部１１は、内枠１０を収納部２に対して着脱可能とする着脱手段として用いられる。図
５は、収納部２の概略構成図である。図６は、内枠１０の概略構成図である。以下、図５
、図６を参照して、着脱手段について説明する。
【００２６】
　例えば、ガイド部５は、背面部４に固定されている。例えば、ガイド部５は、携帯端末
２０の背面全体を覆うものであってもよいし、携帯端末２０の一部を覆うものであっても
よい。例えば、ガイド部５が、背面を覆う場合には、携帯端末２０が内枠１０に保持され
た際に、ガイド部５が携帯端末２０のアンテナの位置を回避するように設置されることが
好ましい。これによって、ガイド部５が携帯端末２０の電波を妨害すること等を抑制する
ことができる。本実施形態において、ガイド部５は、携帯端末２０の一部を覆うように形
成されている。また、ガイド部５としては、硬質材料（例えば、金属、木材、ガラス等）
を用いる。好ましくは、見栄えがよくなること、嵌合がしやすくなること等の理由のため
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、内枠１０と同一の材料を用いる方がよい。もちろん、ガイド部としては、樹脂等を用い
てもよい。本実施形態においては、金属が用いられる。
【００２７】
　例えば、ガイド部５は、突起部５ａ、ストッパー６を備える。例えば、突起部５ａは内
枠１０に設けられた嵌合部１１と嵌合する。例えば、突起部５ａは、嵌合部１１と嵌合す
ることによって、着脱手段として用いられる。例えば、突起部５ａは、上部と底部の位置
に設けられる。例えば、突起部５ａは、ガイド部５の一箇所又は複数個所に設けられる構
成であってもよい、全体的に設けられるようにしてもよい。本実施形態において、突起部
５ａは、嵌合部１１と嵌合した状態でスライドされる部分において、全体的に設けられて
いる。例えば、ストッパー（突起部）６は、収納部２のスライドを規制するために用いら
れる。例えば、ストッパー６は、ガイド部５の外側方向の端部に設けられる。例えば、ス
トッパー６は、突起部５ａと嵌合部１１とが嵌合した状態でスライドされる部分に、突出
しており、ガイド部５の外側（端部位置Ｏ側（図７参照））へのスライドを阻止している
。これによって、ストッパー６は、内枠１０をスライドさせた際に、内枠１０が収納部２
の外側に外れてしまうことを抑制する。なお、突起部５ａ及びストッパー６は、ガイド部
５と一体的に設けられていてもよいし、ガイド部５に連結される構成としてもよい。
【００２８】
　例えば、嵌合部１１は、突起部５ａと嵌合する形状（例えば、凹形状、凸形状等）で形
成されている。すなわち、突起部５ａと嵌合可能な形状に形成されている。本実施形態に
おいては、凹形状に形成されている。例えば、嵌合部１１は、内枠１０の上部と底部の少
なくとも一方の位置に設けられる。本実施形態においては、上部と底部の両方に設けられ
る。例えば、嵌合部１１は、内枠１０の一箇所又は複数個所に設けられる構成であっても
よい、全体的に設けられるようにしてもよい。本実施形態においては、嵌合部１１は、突
起部５ａと嵌合した状態でスライドされる部分において、全体的に設けられている。例え
ば、嵌合部１１は、内枠１０と一体的に設けられていてもよいし、内枠１０に連結される
構成としてもよい。本実施形態においては、内枠１０と嵌合部１１は、一体的に形成され
ている。また、嵌合部１１には、端部位置Ｏ側（図７参照）に切欠き１１ａが形成されて
おり、内枠１０が収納部２に対してスライドがされた場合に、ストッパー６が嵌まり込む
ことが可能となっている。
【００２９】
　図７は、内枠１０をスライドさせて収納部２に取り付ける場合の一例を示す図である。
例えば、ガイド部５（本実施形態では突起部５ａ）と嵌合部を嵌合させた状態で、収納部
２に対して内枠１０をスライドさせることによって、収納部２は、内枠１０に装着される
。例えば、本実施形態において、初めに、中心位置Ｃ側のガイド部５の端部において、突
起部５ａと嵌合部１１を嵌合させる。そして、突起部５ａと嵌合部１１を嵌合させた状態
で、収納部２に対して内枠１０を、中心位置Ｃのから端部位置Ｏに向けて、横方向（収納
部２の外側方向）にスライドさせる。スライドさせた状態において、嵌合部１１の切欠き
１１ａ部分がストッパー６と当接することによってスライドが阻止される。以上のように
して、内枠１０が収納部２に装着される。このように、内枠１０を横方向からスライドさ
せて収納部２に装着することによって、携帯端末２０の底部及び上部の位置において、ガ
イド部５と嵌合部１１によって、内枠と収納部２が固定される。このため、携帯端末２０
の使用頻度の高い使用方法（上部を上方向、底部を下方向にしての使用）において、底部
又は上部方向への移動が抑制され、不意に外れて落下する可能性を抑制することができる
。
【００３０】
　また、本実施形態のように、収納部２の中心位置Ｃから端部位置Ｏに向けてスライドさ
せる場合には、携帯端末２０が内枠１０に保持された際に、ガイド部５及び嵌合部１１に
よって上下方向の移動が抑制されるとともに、ストッパー６によって、収納部２の外側へ
の移動が抑制される。また、初めに、突起部５ａと嵌合部１１を嵌合させ、内枠１０を収
納部２に取り付ける際のスライドを開始する部分においては、収納部２が折線２ａで、折
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りたたまれることによって形成される部分（収納部２の側壁部分）によって、塞がれるこ
とになるため、携帯端末２０を四方から固定することが可能となる。このため、内枠１０
及び携帯端末２０が収納部２から外れてしまうことをより抑制することができる。
【００３１】
　なお、本実施形態においては、中心位置Ｃから端部位置Ｏに向けて、内枠１０をスライ
ドさせる構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、端部位置Ｏから中心
位置Ｃに向けて、内枠１０をスライドさせる構成であってもよい。
なお、本実施形態における、スライド機構は、突起部５ａは、ガイド部５の上部と底部の
位置に設けられ、嵌合部１１が内枠１０の上部と底部の位置に設けられ、ガイド部５の側
部から内枠１０を収納部２（ガイド部５）に対してスライドさせることによって、収納部
２に内枠１０を装着する構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、スラ
イド機構は、収納部２と内枠１０が着脱される構成であればよい。例えば、突起部５ａは
、ガイド部５の左右の側部に設けられる。また、嵌合部１１が内枠１０の左右の側部に設
けられる。この場合、ガイド部５の上部（又は底部）から内枠１０を収納部２に対して、
スライドさせることによって、収納部２に内枠１０を装着する。
【００３２】
　以上のように、内枠１０が収納部２に対して着脱ができることで、内枠１０が硬質材料
で形成されていた場合であっても、内枠１０の内側に携帯端末を収納することができる。
これによって、携帯端末２０を容易に着脱できる保護カバー１を提供することができる。
また、携帯端末２０の着脱が困難である等が原因で、保護カバー１として使用しづらかっ
た材料等であっても、保護カバー１の材料として適用をしやすくなり、デザインの幅を広
げた多様なデザインパターンの保護ケース１を提供することができる。
【００３３】
　また、本実施形態では、着脱手段としてスライド機構を設けた。デザインの幅を広げる
ために、内枠１０を硬質材料で形成することを検討した場合に、携帯端末２０を内枠１０
に嵌め込んだ後、内枠１０又は携帯端末２０を接着材、両面テープ等によって、収納部２
に固定する必要があり、一旦、収納部２に取り付けられた内枠１０は、収納部に対して容
易に取り外しを行うことができず不便であった。言い換えると、携帯端末の着脱に手間が
かかった。また、テープ等が取り付けられるため、見栄えも良好でなくなっていた。しか
しながら、本開示のように、着脱手段としてスライド機構を設けることによって、内枠１
０が硬質材料で形成されていた場合であっても、容易に内枠に携帯端末を収納することが
できる保護カバーを提供することができる。
【００３４】
　また、本実施形態では、収納部２は、皮革材によって形成され、内枠１０は、金属材料
によって形成されている。本開示の着脱手段（特に、スライド機構）を設けたことによっ
て、保護カバーとしては希少な組み合わせの保護カバーを提供できるとともに、デザイン
性の高い保護カバーを提供することができる。
【００３５】
　＜変容例＞
　なお、本実施形態において、内枠１０を取り付けることが可能な部材を設け、収納部２
に内枠１０を取り付けなくても、簡易的な保護ケースが形成できるようにしてもよい。図
８は、簡易的な保護ケースについて説明する図である。例えば、少なくとも携帯端末２０
の背面の一部を覆うための背面部材３０であって、内枠１０と嵌合することが可能な背面
部材３０をさらに設ける。例えば、背面部材３０は、内枠１０を着脱するための着脱手段
としてガイド部５と同様の構成を備える。もちろん、着脱手段として、異なる固定方法が
設けられてもよい。背面部材３０は、内枠１０が収納部２から離脱された際に、内枠１０
と嵌合する。これによって、背面部材３０と内枠１０とで保護ケースが形成される。なお
、背面部材３０としては、携帯端末２０の背面全体を覆うものであってもよいし、携帯端
末の一部を覆うものであってもよい。また、背面部材３０としては、種々の材料を用いる
ことが可能であるが、内枠１０と同一の材料を用いることが、見栄えがよくなるため、よ
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り好ましい。このような構成を設けることによって、収納部を備えたデザイン性の高い保
護カバーとして使用できるとともに、シンプルな保護カバーとしても使用することができ
る。
【００３６】
　なお、本実施形態において、着脱手段は、収納部２に設けられるガイド部５と、内枠１
０に設けられる嵌合部と、を用いて、ガイド部５（本実施形態では、ガイド部５の突起部
５ａ）と嵌合部１１を嵌合させた状態で、収納部２に対して内枠１０をスライドさせるこ
とによって、収納部２に内枠１０が装着されるスライド機構を例に挙げて説明したがこれ
に限定されない。収納部２に内枠１０を装着する方法は、適宜選択することができる。例
えば、収納部２に対して、内枠１０が接着部材（例えば、接着剤、両面テープ、等）によ
って固定される構成であってもよい。また、例えば、収納部２に対して、内枠１０が、ベ
ルトを通して固定される方法、金具等を用いて固定される方法等によって固定される構成
であってもよい。
【００３７】
　なお、本実施形態において、金具を用いて固定させる構成について説明する。図９は、
例えば、金具を用いた内枠４０の概略構成図である。例えば、金具を用いた構成としては
、内枠４０にフック部４１を用いる構成が挙げられる。例えば、内枠４０には、フック部
４１と、非フック部４２と、が設けられている。図９（ａ）は、フック部４１が非フック
部４２に嵌め込まれておらず、内枠４０が開放された状態を示す図である。図９（ｂ）は
、フック部４１が非フック部４２に嵌め込まれており、内枠４０の開放が塞がれた状態を
示す図である。
【００３８】
　例えば、本実施形態においては、フック部４１は、内枠４０の左側側部（左部）４０ａ
に設けられている。また、例えば、非フック部４２は、内枠４０の下側部（下部）４０ｂ
に設けられている。もちろん、内枠４０の左部４０ａと、内枠４０の下部４０ｂと、の双
方にフック部４１と非フック部４２と、が設けられる構成としてもよい。内枠４０の左部
４０ａと、内枠４０の下部４０ｂは、フック部４１が非フック部４２に嵌め込まれること
によって、係合する。例えば、フック部４１と非フック部４２が嵌め込まれていなく、内
枠４０が開放された状態で、携帯端末２０を内枠４０に嵌め込む。そして、フック部４１
を非フック部４２に嵌め込むことによって、内枠４０の開放が塞がれ、携帯端末２０は、
内枠４０の内側に外れないように保持される。なお、本実施形態においては、内枠４０の
左部４０ａと、内枠４０の下部４０ｂにフック部４１と非フック部４２が設けられる構成
としたがこれに限定されない。
【００３９】
　また、内枠４０には、嵌合部４５が設けられている。本実施形態において、嵌合部４５
によって、収納部５０に対して、内枠４０を着脱可能な構成となっている。例えば、収納
部５０のガイド部５１と、内枠４０の嵌合部４５は、内枠４０を収納部５０に対して着脱
可能とする着脱手段として用いられる。図１０は、金具を用いた内枠４０と嵌合する収納
部５０の概略構成図である。
【００４０】
　例えば、ガイド部５１は、背面部４に固定されている。例えば、ガイド部５１は、突起
部５１ａを備える。例えば、突起部５１ａは内枠４０に設けられた嵌合部４５と嵌合する
。例えば、突起部５１ａは、嵌合部４５と嵌合することによって、着脱手段として用いら
れる。例えば、突起部５１ａは、ガイド部５１の一箇所又は複数個所に設けられる構成で
あってもよい、全体的に設けられるようにしてもよい。本実施形態において、突起部５１
ａは、ガイド部５１に全体的に設けられている。なお、突起部５１ａは、ガイド部５１と
一体的に設けられていてもよいし、ガイド部５１に連結される構成としてもよい。また、
例えば、嵌合部４５は、突起部５１ａと嵌合する形状（例えば、凹形状、凸形状等）で形
成されている。すなわち、突起部５１ａと嵌合可能な形状に形成されている。例えば、嵌
合部４５は、内枠４０の一箇所又は複数個所に設けられる構成であってもよいし、全体的
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に設けられるようにしてもよい。例えば、嵌合部４５は、内枠４０と一体的に設けられて
いてもよいし、内枠４０に連結される構成としてもよい。
【００４１】
　図１１は、内枠４０を嵌合させて収納部５０に取り付ける場合の一例を示す図である。
例えば、ガイド部５１（本実施形態では突起部５１ａ）と嵌合部４５を嵌合させた状態で
、フック部４１を非フック部４２に嵌め込むことによって、収納部５０は、内枠４０に装
着される。以上のようにして、金具を用いて、収納部５０に対して内枠４０を取り付ける
ことができる。
【００４２】
　なお、例えば、本実施形態における、保護カバー１に設けられたカメラ穴５５の側面部
５５ａは、黒色で形成されている（例えば、図１１参照）。このような構成とすることに
よって、携帯端末２０のカメラによる撮影を行う際に、カメラのフラッシュ光がカメラ穴
５５の側面部で反射して、撮影した写真にカメラ穴５５の側面部５５ａの色が写りこむこ
とを抑制することができる。すなわち、カメラ穴５５の側面部５５ａを黒色とすることに
よって、フラッシュ光の反射が側面部５５ａによって吸収される。これによって、写真へ
の反射色の写りこみが抑制される。
【００４３】
　なお、本実施形態において、少なくとも、収納部５０の折線５０ａ（収納部５０の背表
紙）側における内枠４０の角部４４の形状は、角形状となっている。このような、形状と
することによって、収納部５０が折線５０ａの部分を中心として折り畳まれた際に、折線
５０ａの周辺部分において、内枠４０と収納部５０との間に空間が生じることを抑制する
ことができる。これによって、例えば、収納部５０に外部からの力が加わった際に、内枠
４０が収納部５０に接触することによって、収納部５０の形状が維持される。すなわち、
収納部５０の劣化を抑制することができる。なお、本実施形態においては、内枠４０の左
部４０ａの両方の角部４４を角形状としたが、これに限定されない。例えば、内枠４０の
左部４０ａの一方の角部４４のみを角形状としてもよい。また、例えば、内枠４０の全部
の角部を角形状としてもよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１　保護カバー
　２　収納部
　３　蓋部
　４　背面部
　５　ガイド部
　７　保持部
　８　ポケット
　９　磁石
　１１　嵌合部
　１３　磁石
　２０　携帯端末
　３０　背面部材
　４０　内枠
　４１　フック部
　４２　非フック部
　５０　収納部
　５１　ガイド部
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】
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